
 

    徳島市農業委員会総会 議事録 

１ と き 
令和６年２月２７日（火）    開会 午後 3時30分 

閉会 午後 4時30分 

２ ところ     徳島市役所 １３階 大会議室 

３ 議 長 会長職務代理者  金澤 敬治 

４ 出席者 

 

 

 
 

＜農業委員＞ 

  １番委員  岸本  昇  ２番委員   瀬畑 俊夫   ３番委員   佐野 泰弘 

  ４番委員  野口 俊廣   ５番委員   大貝 美治   ６番委員   金澤 敬治 

  ７番委員  宮崎  学   ８番委員   久米 裕純  ９番委員  川人 泰博 

 10番委員  佐々木永薫 11番委員  板東美佐緒  12番委員   坂東 賢二 

 13番委員  石田 幸夫 14番委員  植田美惠子  15番委員  廣瀬 長市 

 16番委員  谷川 興一 17番委員  鎌田 良仁  18番委員  政岡   茂 

 19番委員   市岡 沙織 

＜農地利用最適化推進委員＞ 

３番委員   宮本 忠佳   ８番委員  原田 和彦 10番委員  奥田 雅之 

11番委員  松浦 義幸  13番委員   岡田 敏明  14番委員   鈴木 隆大 

15番委員  廣瀬 佳輝  17番委員  近藤 和隆  18番委員  赤川  勉 

５ 欠席者 ＜農業委員＞ 

なし 

＜農地利用最適化推進委員＞   

12番委員   森  政雄 

６ 欠 員 なし 

７ 議 事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

付議案件 

（農地関係議案） 

第 1号議案  農地法第３条の規定による許可申請の審議について 

第 2号議案  農地法第４条の規定による許可申請の審議について 

第 3号議案    農地法第５条の規定による許可申請の審議について 

第 4号議案    非農地証明願の審議について 

第 5号議案    相続税の免除予定事案に係る特例農地利用状況の確認について 

第 6号議案    農用地利用集積計画の承認について 

 報告事項 

（農地関係）  

 １．農地法第３条の３の規定に基づく権利取得の届出について 

 ２．農地法第４条第１項第７号の規定による農地転用の届出について 

３．農地法第５条第１項第６号の規定による農地転用の届出について 

４．農地法第１８条第６項の処理について 

５．農地であることの証明について 

６．地目変更登記に係る照会に対する回答について 

７．許可申請の取下げについて（3条許可） 
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（開会 午後３時３０分） 
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それでは、定例総会を始めます。本日の議長は会長職務代理者の金澤委員が務める

こととなっております。進行をよろしくお願いします。 

 

ただ今から、令和６年２月徳島市農業委員会総会を開会いたします。 

本日の総会は、農業委員１９名のうち全員が出席しており、会議が成立しておりま

す。 

はじめに、議事録署名者の選任についてですが、総会議事規則第１０条の規定によ

り、議長が指名します。議席番号１０番佐々木永薫委員と、議席番号１８番政岡茂委

員の両名を指名します。よろしくお願いします。 

それでは、これより各議案の審議に入りますが、議案各号ごとに採決しますので、

よろしくお願いいたします。では、第１号議案、農地法第３条の規定による許可申請

の審議を開始します。事務局より、議案の説明をお願いします。 

 

それでは第１号議案、農地法第３条第１項の規定による許可申請についてご説明し

ます。議案書１ページをご覧ください。全ての申請について法定の添付書類は整って

おります。農地法第３条第２項各号の不許可要件に該当しているものは見受けられな

いと思われます。耕作労力・農機具の保有状況等の問題は見受けられず、また、周辺

への支障・影響を生ずる要因は特に見受けられません。なお、許可の適否にあたり、

不許可の例外規定に該当するものや、特に注意すべき事項のある案件については、個

別に説明をさせていただきます。 

１番は、地役権設定者と地役権者との間で、排水管埋設を行うために、農地１筆に

地役権の設定をしようとするものです。１番の要役地となる土地については、５条許

可申請が出ております。５条許可が許可されない場合は、３条許可も行うことができ

ません。許可日も５条許可と同日になります。また、要役地となる土地については、

第３号議案の 3 番、５条許可の方で詳しくご説明させていただきます。なお、対象

地の地表部分は、これまでどおり耕作を行うとのことです。 

２番は、譲渡人から譲受人へ、相手方の要望による売買で、農地１筆の所有権を移

転するものです。譲受人の耕作面積は許可後３３ａに至り、譲受人は対象地において、

ホウレンソウの栽培を行うとのことです。 

３番から５番は、譲受人が同一なので併せて説明させていただきます。譲渡人から

譲受人へ、労力不足による経営縮小による売買で、３番と４番が、それぞれ農地１筆、

５番は、農地３筆の所有権を移転するものです。譲受人の耕作面積は許可後３５０ａ

に至り、譲受人は対象地において、ブロッコリーの栽培を行うとのことです。 

６番と７番は、譲受人が同一なので併せて説明させていただきます。譲渡人から譲

受人へ、労力不足による経営縮小による売買で、６番が農地１２筆、７番が農地１筆

の所有権を移転するものです。譲受人の耕作面積は許可後９９ａに至り、譲受人は対

象地において、飼育用牧草の栽培を行うとのことです。なお、６番と７番は、前回の

総会で取り下げた案件のうち、必要な書類が整った土地について、再度、許可申請を

行ったものです。 

８番は、譲渡人から譲受人へ、労力不足による経営縮小による売買で、農地３筆の

所有権を移転するものです。譲受人の耕作面積は許可後１６８ａに至り、譲受人は対

象地において、水稲と野菜の栽培を行うとのことです。 

９番は、譲渡人から譲受人へ、同一世帯内での部分贈与、農地２筆の所有権を移転

するものです。譲受人の耕作面積は許可後９４ａに至り、譲受人は対象地において、

水稲の栽培を行うとのことです。 
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１０番は、譲渡人から譲受人へ、労力不足による経営縮小による売買で、農地１筆

の所有権を移転するものです。譲受人の耕作面積は許可後１６８ａに至り、譲受人は

対象地において、水稲と野菜の栽培を行うとのことです。 

１１番は、譲渡人から譲受人へ、労力不足による経営縮小による売買で、農地２筆

の所有権を移転するものです。譲受人の耕作面積は許可後３５０ａに至り、譲受人は

対象地において、水稲の栽培を行うとのことです。 

 第１号議案は以上１１件で、対象地は、田１１,３２０.９０㎡、畑１１,０９５㎡、

合計２２,４１５.９０㎡です。以上で説明を終わります。ご審議をよろしくお願いし

ます。 

 

事務局の説明は以上ですが、全案件につきまして、申請地区の委員さん、他の委員

の皆様、御意見、御質問はありませんか。 

それでは、特にご意見が無いようですので採決いたします。第１号議案の農地法第

３条の規定による許可申請は、まず、１番案件は、５条許可と関連しておりますので、

このあとの３号議案の審議の結果を受けて決定することにいたします。それでは、残

りの２番から１１番案件について許可することに異議はございませんか。 

 

異議無し 

 

異議がないということですので、第１号議案については２番から１１番を許可する

ことに決定します。なお、１番案件は５条許可と関連しておりますので、このあとの

３号議案の審議の結果を受けて決定することにいたします。続きまして、第２号議案、

農地法第４条の規定による許可申請の審議を開始します。それでは事務局より、議案

の説明をお願いします。 

 

それでは第２号議案、農地法第４条の規定による許可申請の審議についてご説明し

ます。議案書４ページをご覧ください。 

１番の申請地は、公共投資の対象となっていない第２種農地に該当します。申請人

は所有する農地を、住宅敷地（庭園・進入路）に転用するものです。しかし、本申請

地は既に転用行為が行われていたため、農地法の手続きを取らなかったことを反省す

る旨の始末書の提出があります。 

２番の申請地は、公共投資の対象となっていない第２種農地に該当します。申請人

は、対象地に隣接する宅地に移住予定であり、申請地をドッグランに転用するもので

す。造成はせず、芝を敷き、周囲をフェンスで囲む計画で、駐車場は隣接地である宅

地を利用するとのことです。しかし、申請地は既に一部工事が行われていたため、農

地法の手続きをとらなかったことを反省する旨の始末書の提出があります。 

３番の申請地は、公共投資の対象となっていない第２種農地に該当します。申請人

は所有する農地を、住宅敷地（進入路・駐車場）に転用するものです。しかし、本申

請地は既に転用行為が行われていたため、農地法の手続きを取らなかったことを反省

する旨の始末書の提出があります。 

以上、全案件につきましては、農地法に規定されている立地基準及び一般基準にお

いて、許可要件を満たしているものと思われます。また、太陽光設備認定をとってい

ないことを確認済です。 

第２号議案は以上３件で、地目は、田は６０４㎡、畑は２９０㎡で、合計が        

８９４㎡です。転用目的の内訳は、住宅用地２９０㎡、その他施設用地６０４㎡です。

以上で説明を終わります。ご審議をよろしくお願いします。 
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事務局の説明は以上ですが、全案件につきまして、申請地区の委員さん、他の委員

の皆様、御意見、御質問はありませんか。 

それでは、特にご意見が無いようですので採決いたします。第２号議案の農地法第

４条の規定による許可申請は、全案件を許可することに異議はございませんか。 

 

異議無し 

 

異議がないということですので、第２号議案については全案件を許可することに決

定いたしました。続きまして、第３号議案、農地法第５条の規定による許可申請の審

議を開始します。なお、本号の審議に先立ち、委員が関係者となる案件が含まれてお

ります。農業委員会法第３１条に定める、議事参与の制限の規定に基づき、野口俊廣

委員にご退席をお願いいたします。なお、審議終了後に、入室・着席をしていただき

ます。 

それでは事務局より、議案の説明をお願いします。 

 

それでは第３号議案、農地法第５条の規定による許可申請について、ご説明します。

議案書５ページをお開きください。 

１番の申請地は、公共投資の対象となっていない第２種農地に該当します。譲受人

は石材の採掘及び販売業を営んでおり、所有権を移転し、露天駐車場及び通路に転用

するものです。また、申請地は、既に転用行為が行われており、農地法の手続きをと

らなかったことを反省する旨の始末書の提出があります。 

２番の申請地は、公共投資の対象となっていない第２種農地に該当します。使用貸

借権を設定し、借人が農家住宅に転用するものです。 

３番の申請地は、集団農地でかつ高性能農業機械による営農に適した甲種農地に該

当しますが、不許可の例外規定である集落接続に該当し、また、農地を分断するおそ

れはありません。申請地は、50ｍ以内に 10 戸以上の住宅があることを現地で確認

しております。所有権を移転し、借人が農家住宅に転用するものです。なお、農家住

宅の転用に伴い、南側に隣接する農地の地中に排水管を埋設するための地役権設定が

必要となり、第１号議案、３条許可の１番案件と関連しております。 

４番と５番は、転用者が同一であるため、併せて説明します。申請地は、いずれも

公共投資の対象となっていない第２種農地に該当します。転用者は太陽光発電事業を

営んでおり、４番は、所有権を移転し、５番は賃貸借権を設定して太陽光発電施設に

転用するものです。 

６番の申請地は、公共投資の対象となっていない第２種農地に該当します。譲受人

は土木、建設、重量運搬業を営んでおり、所有権を移転し、露天車両・建設機械・資

材置場に転用するものです。 

７番の申請地は、公共投資の対象となっていない第２種農地に該当します。譲受人

はコンクリートの打設業や舗装工事業を営んでおり、所有権を移転し、露天車両・建

設機械・資材置場に転用するものです。 

この６番と７番案件についてですが、吉野川下流域土地改良区及び中島用水土地改

良区の管轄地であり、このうち、中島用水土地改良区からの意見書の添付はなく、意

見を得られない事由を記載した理由書が転用者から提出されております。農地法第５

条の転用許可申請には、農地法施行規則第５７条の４第２項第３号に、土地改良区の

意見書を添付することとされており、意見を求めた日から３０日を経過してもなお意

見を得られない場合は、その事由を記載した書面を添付しなければならないと定めら
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れています。譲受人からの理由書には、意見書が得られなかった理由として、別件で

徳島市と土地改良区との間で土地境界協議が折り合わず、応神地区の土地に関して意

見書は発行できないというものです。この理由書の提出を受けて事務局において中島

用水土地改良区の理事長に内容を確認した結果、理由書のとおり意見書を発行してい

ないが、譲受人から事業内容の説明を受けており、その内容について個別の問題があ

るというわけではないことを確認しております。従いまして、本案件においては、中

島用水土地改良区の意見書は添付されていないものの、申請者から土地改良区の意見

書が得られない事由の説明がされており、その内容について土地改良区に確認ができ

ていること、また、周辺農地に対する被害防除措置についても責任をもって対処する

旨の記載もあることから、農地法に規定されている許可要件を満たしているものと思

われます。 

続きまして８番の説明に移ります。８番の申請地は、集団農地でかつ高性能農業機

械による営農に適した甲種農地に該当しますが、不許可の例外規定である集落接続に

該当し、また、農地を分断するおそれはありません。申請地は、50ｍ以内に９戸の

住宅があることを現地で確認しております。使用貸借権を設定し、鉄骨製缶の請負業

を営んでいる借人が露天資材置場に転用するものです。 

９番の申請地は、公共投資の対象となっていない第２種農地に該当します。譲受人

の居宅が申請地の北側にあり、所有権を移転し、宅地への進入路として使用するもの

です。申請地は、既に雑種地の状態となっており、農地法の手続きをとらなかったこ

とを反省する旨の始末書の提出があります。 

１０番の申請地は、公共投資の対象となっていない第２種農地に該当します。転用

者は、自動車整備業を営んでおり、賃貸借権を設定し、露天車両置場に転用するもの

です。 

１１番の申請地は、公共投資の対象となっていない第２種農地に該当します。使用

貸借権を設定し、借人が非農家の世帯分離住宅に転用するものです。 

以上、全案件につきましては、農地法に規定されている立地基準及び一般基準にお

いて、許可要件を満たしているものと思われます。また、転用目的が、駐車場・資材

置場となっている案件については、太陽光設備認定をとっていないことを確認済であ

り、転用規模が大規模である４番から７番案件と農地区分が甲種農地である８番案件

については地区審査を実施しました。 

第３号議案は全１１件で、地目は、田が７,３６７.９０㎡、畑が３,４３１㎡で合計

が１０,７９８.９０㎡です。 

転用目的の内訳は、住宅用地１,９０９.８８㎡、駐車場・資材置場が６,８５９.０２

㎡、その他施設用地が２,０３０㎡となります。以上で説明を終わります。御審議をよ

ろしくお願いします。 

 

事務局からの説明は以上ですが、地区審査を行ったということですので、まず、実

際に審査にあたった委員さんより、ご意見をいただきたいと思います。 

それでは、４番、５番案件の地区審査に参加していただいた、入田地区の板東委員

さん、転用計画の内容等について、ご心証などはいかがでしたでしょうか。 

 

先月１５日の１５時半より、４番、５番案件の地区審査を実施しましたので、報告

します。参加者は森推進委員と私の委員２名、転用者側１名、事務局２名の５名です。

申請対象の農地は、入田町海先にあり、第２種農地に区分されるとのことです。今回

の申請は、４番は土地の所有者と譲受人との間で所有権を移転し、５番は賃貸借権を

設定し、太陽光発電施設に転用しようとするものです。造成については、整地後に砕



5 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

坂東委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

石田委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

石を敷き、周辺には１５０ｃｍのフェンスを設置します。排水については、雨水のみ

であり、地下浸透するとのことで、地元水利組合の排水同意書が提出されています。 

結論として、今回の転用許可申請について、農地法上で許可となる条件を満たして

おり、周辺農地に対する被害防除措置についても問題なく、入田地区の委員は、一致

して許可はやむを得ないと判断しました。報告は以上です。よろしくお願いします。 

 

ありがとうございました。続きまして６番、７番案件の地区審査に参加していただ

いた、応神地区の坂東委員さん、転用計画の内容等について、ご心証などはいかがで

したでしょうか。 

 

今月１４日の午前１０時より、６番、７番案件の地区審査を実施しましたので、報

告します。この２件の案件は、転用者が別で、６番は土木建設業を請け負う会社で、

７番は、ポンプ打設や舗装工事を行う会社ですが、申請地が隣接しており、また、転

用目的や土地の造成方法などが同一であるため、併せて報告します。参加者は、岡田

推進委員と私の委員２名と転用者側１名、事務局２名の５名です。申請対象の農地は、

応神町東貞方字西川淵にあり、第２種農地に区分されるとのことです。今回の申請は、

土地の所有者と譲受人との間で所有権を移転し、露天車両・建設機械・資材置場に転

用しようとするものです。土地の造成については、進入路となる部分のみ隣接地の高

さまで盛土し、その他は、現況の高さのままで砕石を敷いて整地します。また、周囲

は、既存のコンクリート壁をそのまま使用します。排水については、雨水のみであり、

地下浸透とする計画で、地元の中島用水土地改良区に対して意見書の交付申請手続き

を行いましたが、もらえないため理由書が提出されています。 

結論として、今回の転用許可申請について、農地法上で許可となる条件を満たして

おり、周辺農地に対する被害防除措置についても問題はなく、応神地区の委員は、一

致して許可はやむを得ないと判断しました。報告は以上です。よろしくお願いします。 

 

ありがとうございました。続きまして８番案件の地区審査に参加していただいた、

川内地区の石田委員さん、転用計画の内容等について、ご心証などはいかがでしたで

しょうか。 

 

今月１６日、午前１０時から８番案件で地区審査を実施しましたので、報告します。

参加者は、植田委員、廣瀬長市委員、廣瀬佳輝推進委員と私の委員４名、転用者側３

名と事務局２名です。申請地は、川内町富吉にあり、甲種農地に区分されるとのこと

です。今回の申請は、使用貸借権を設定して、借人が露天資材置場に転用するもので

す。造成については、隣接する道路の高さまで盛土して砕石を敷き、周囲にはフェン

スを設置します。排水については、雨水のみで地下浸透及び、隣接する水路に放流す

るとのことで、管轄する土地改良区の意見書及び同意書の提出があります。 

結論として、今回の転用許可申請について、農地法上で許可となる条件を満たして

おり、被害防除措置についても問題はなく、川内地区の委員は一致して、許可はやむ

を得ないと判断しました。報告は以上です。よろしくお願いします。 

 

ありがとうございました。地区審査に参加された委員からの意見は以上ですが、そ

の他、全案件について申請地区の委員さん、他の委員の皆様、ご意見・ご質問はあり

ませんか。 

それでは、ご発言が無いようですので採決いたします。第３号議案の農地法第５条

の規定による許可申請については、全案件を許可することに異議はございませんか。 
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異議無し 

 

異議がないということですので、第３号議案は、全案件を許可することに決定いた

しました。なお、３番案件を許可したことに伴い、第１号議案の１番を許可すること

に異議はございませんか。 

 

異議無し 

 

異議がないということですので、第１号議案の１番を許可することに決定いたしま

した。参与制限により退席しています委員が、着席するまでお待ちください。 

続きまして、第４号議案、非農地証明願の審議を開始します。それでは事務局より、

議案の説明をお願いします。 

 

それでは第４号議案、非農地証明願についてご説明いたします。議案書７ページを

御覧ください。 

１番の申請地は、上八万 ICから300m以内にある第３種農地に区分されます。申

請地は平成５年頃より資材置場倉庫として利用されているとのことです。 

１番は、農地として機能していない状態が継続しており、非農地化の確認資料とし

ましては、平成８年４月１３日撮影の航空写真があり、また、現地が非農地化してい

ることを現地調査でも確認しております。 

２番の申請地は、公共投資の対象となっていない第２種農地に区分されます。申請

地は昭和４７年以前より造園業用の倉庫として利用され、昭和５０年頃に増築を行っ

たとのことです。 

２番は、農地として機能していない状態が継続しており、非農地化の確認資料とし

ましては、平成１１年５月３０日撮影の航空写真があり、また、現地が非農地化して

いることを現地調査でも確認しております。 

第４号議案は２件で、対象地は田４４９㎡、畑６１９㎡、計１,０６８㎡です。以上

で説明を終わります。ご審議をよろしくお願いします。 

 

事務局の説明は以上ですが、全案件につきまして、申請地区の委員さん、他の委員

の皆様、ご意見、ご質問はありませんか。 

それでは、ご発言が無いようですので採決いたします。第４号議案の非農地証明願

については、全案件を非農地と承認することに異議はございませんか。 

 

異議無し 

 

異議がないということですので、第４号議案については、全案件を非農地と承認す

ることに決定いたしました。続きまして、第５号議案、相続税の免除予定事案に係る

特例農地利用状況の確認についてを開始します。それでは事務局より、議案の説明を

お願いします。 

 

それでは第５号議案、相続税の免除予定事案に係る特例農地利用状況について御説

明いたします。議案書8ページを御覧ください。 

１番は、全ての農地で耕作を継続しております。 

２番は、農業用倉庫として４条例外が出ている農地がありますが、全ての農地で耕
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作を継続しております。 

第５号議案は以上２件で、税務署あてに報告しようとするものです。対象地の面積

は、田１９,８３７㎡、畑４,０４０㎡、計２３,８７７㎡です。御審議をよろしくお願

いします。 

 

事務局の説明は以上ですが、全案件につきまして、申請地区の委員さん、他の委員

の皆様、ご意見、ご質問はありませんか。 

それでは、ご発言が無いようですので採決いたします。第５号議案の相続税の免除

予定事案に係る特例農地利用状況の確認については、全案件を承認することに異議は

ございませんか。 

 

異議無し 

 

異議がないということですので、第５号議案については全案件を承認することに決

定いたしました。続きまして、第６号議案、農用地利用集積計画の承認についての審

議を開始します。それでは事務局より、議案の説明をお願いします。 

 

それでは、議案書９ページをお開きください。全ての申請について、農業経営基盤

強化促進法等の一部を改正する法律附則第５条第１項により従前の例によるとされ

た、改正前の農業経営基盤強化促進法第１８条第３項に定める、利用権設定に関する

要件はすべて満たしていると思われます。今月は新規設定が９件、再設定が１１件で

合計２０件となっており、そのうち、賃貸借権が１３件、使用貸借権が７件となって

おります。 

設定しようとする土地での地区別の内訳は、１番と２番が、多家良地区５筆・２件、

３番と４番が、勝占地区４筆・２件、５番が、上八万地区１筆・１件、６番から    

9番が、不動地区９筆・４件、１０番が、応神地区１筆・１件、１１番から１３番が、

川内地区５筆・３件、１４番と１５番が、国府地区６筆・２件、１６番が、南井上   

地区６筆・１件、17番から20番が、北井上地区6筆・4件となっております。 

利用権設定については以上で、田２２筆３０,９３９㎡、畑２１筆３１,９１６㎡の

合計４３筆６２,８５５㎡となります。 

第６号議案の農用地利用集積計画についての説明は以上です。ご審議をよろしくお

願いします。 

 

事務局の説明は以上ですが、全案件につきまして、 申請地区の委員さん、他の委

員の皆様、御意見、御質問はありませんか。 

それでは、ご発言が無いようですので採決いたします。第６号議案の農用地利用集

積計画については、全案件を承認することに異議はございませんか。 

 

異議無し 

 

異議がないということですので、第６号議案については全案件を承認することに決

定いたしました。引き続き、農地関係の報告事項に移ります。事務局の説明をお願い

します。 

 

それでは報告事項について説明します。議案書1２ぺージをご覧ください。 

１番は、農地法第３条の３の規定に基づく権利取得の届出についてです。相続によ
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る権利取得３件受理しました。 

議案書１３ページをご覧ください。２番は、農地法第４条第１項第７号の規定によ

る農地転用の届出についてです。３件受理しました。 

１４ぺージから１５ページをご覧ください。3番は、農地法第５条第１項第６号の

規定による農地転用の届出についてです。９件受理しました。 

１６ページをご覧ください。4番は、農地法第１８条第６項（合意解約）の処理に

ついてです。３件処理しました。 

１７ページをご覧ください。５番は、農地であることの証明についてです。１件交

付しました。 

１８ページをご覧下さい。６番は、地目変更登記に係る照会に対する回答について

です。１件回答しました。 

19ページをご覧ください。7番は許可申請の取下げ（３条許可）についてです。

2件受理しました。 

報告事項の説明については以上です 

 

報告は以上ですが、何かご意見等はございませんか。 

それでは、以上をもちまして、令和６年２月徳島市農業委員会総会を閉会いたしま

す。次回は３月２５日月曜日の開催予定となっておりますので、よろしくお願いしま

す。ありがとうございました。 

 

 


